


●ご自身の症状に不安がある場合等は・・・
　お住いの区役所保健センターにご相談ください（平日 8:30～17:15）
　西　区　TEL:620-2700　FAX:620-2769　　北　区　TEL:669-6100　FAX:669-6169　
　大宮区　TEL:646-3100　FAX:646-3169　　見沼区　TEL:681-6100　FAX:681-6169
　中央区　TEL:840-6111　FAX:840-6115　　桜　区　TEL:856-6200　FAX:856-6279
　浦和区　TEL:824-3971　FAX:825-7405　　南　区　TEL:844-7200　FAX:844-7279
　緑　区　TEL:712-1200　FAX:712-1279　　岩槻区　TEL:790-0222　FAX:790-0259

 ＜さいたま市にお住いの方は次の窓口でもご相談いただけます＞

●埼玉県では、24時間対応の電話相談窓口を開設しております
　「新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター」　TEL:0570-783-770 

令和2年3月10日改訂版

　※聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、ファックスをご利用ください
　　ファックスによるご相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります
　　埼玉県 保健医療部 保健医療政策課　FAX:048（830）4808

●37.5℃以上の発熱が4日以上続き、強いだるさや息苦しさがある場合等は・・・
　帰国者・接触者相談センターにご相談ください（8:30～17:15） 　　　　
　さいたま市 保健所 疾病予防対策課　TEL:840-2220 FAX:840-2230
※土日祝日も対応しています
※夜間（17:15～翌8:30）は、次の新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターにご相談
　ください


